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住民記録窓口事務員（会計年度任用職員）募集要項 

 

マイナンバーカードの申請・交付等事務及び戸籍・住民記録関係事務等に従事する 

住民記録窓口事務員（会計年度任用職員）を募集します。 

 

１ 応募要件 

パソコン操作（ワード、エクセル等入力作業）及び窓口・電話での接客業務ができる方 
 

※ ただし、地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する場合は応募できません。  

（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（２）中央区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（３）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する罪 

を犯し刑に処せられた者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 職種、採用予定数等 

職 種 職  名 採用予定数 

事務系 住民記録窓口事務員 若干名 

 

３ 職務内容 

（１）マイナンバーカードの申請・交付、電子証明書の発行・更新等の窓口業務 

（２）住民票・戸籍の各種証明書請求や届出の窓口受付及び電話対応 

（３）パソコンによるマイナンバーカード関連事務の入力業務 

（４）その他住民記録・戸籍に関する事務 

 

４ 勤務場所 

日本橋特別出張所区民係 （中央区日本橋蛎殻町１－３１－１ 日本橋区民センター１階） 

※大規模改修工事中のため、日本橋特別出張所の受付窓口は令和７年６月３０日から日本橋区民センター２階

へ移転し、令和８年１月から１階での窓口業務を再開する予定です。 

 

５ 任用期間（延長の場合有） 

令和７年９月１日から令和８年３月３１日まで 

 

６ 勤務条件 

勤務日数 月１６日 

勤 務 日 月曜日から金曜日 

勤務時間 
午前８時３０分から午後５時１５分まで、又は午前１０時３０分から午後７時

１５分まで（水曜日のみ）の１日当たり７時間４５分（休憩時間６０分） 

勤務を要 

しない日 

土曜日、日曜日、国民の祝日、月曜日から金曜日の指定した日、 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 
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休 暇 年次有給休暇、慶弔休暇等 

報 酬 等 

（１）月  額 １９７，６１１円 （地域手当を含む） 

（２）期末・勤勉手当  

年  額 ２３万円程度（令和７年 12月支給、任用期間に応じ変更有） 

（３）交通費 別途支給（上限：月額５５，０００円） 

社会保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災加入 

公務災害 

補  償 

地方公務員災害補償法、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例、労

働者災害補償保険法等の定めにより公務災害の補償をします。 

条件付き採用 １か月  

服  務 
地方公務員法の服務規定が適用されます。 

地方公務員法の懲戒処分・分限処分の対象となります。 

 

７ 申込手続 

所定の申込書に必要事項を記入し、下記の提出書類とともに郵送又は持参してください。 

提出書類 

① 住民記録窓口事務員採用選考申込書 

② 返信用封筒 ※ご自分の住所、氏名を記載し、１１０円切手を貼ったもの 

＜郵送の場合＞ 

 封筒に①と②を入れ、表に赤字で「住民記録窓口事務員採用選考申込書」と

明記し、簡易書留で郵送してください。 

申込期限 
令和７年７月１８日（金）必着 

◆持参の受付は土曜、日曜、休日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

申 込 先 
〒103-8360  

東京都中央区日本橋蛎殻町１－３１－１ 日本橋特別出張所区民係宛て 

 

８ 選考方法、日時及び場所 

選考方法 

・第１次選考：書類選考 

・第２次選考（第１次合格者に対して実施） 

個別面接：令和７年８月６日（水）又は７日（木）実施予定 

結果通知 第１次・第２次選考の結果は、合否にかかわらず郵送等で通知します。 

 

９ 個人情報の取扱いについて 

  個人情報は、中央区個人情報の保護に関する条例に基づき適正に管理し、採用選考の用途に

限り使用します。なお、提出された申込書の返却はいたしません。 

 

【問い合わせ先】 

  中央区区民部日本橋特別出張所区民係 （担当）石崎 

  所在地：〒103-8360 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３１－１ 日本橋区民センター２階  

電話：０３（３６６６）４２５１（直通・土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで） 


